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母子家庭の母・父子家庭の父が、市から指定された対象教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用

の一部を支給します。 ※受けようと思っている講座の受講申し込みをする前に、事前相談が必要です。 

 

市内に居住する母子家庭の母・父子家庭の父であって、次の受給要件のすべてを満たす方です。 
・ 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。 

・ 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、

当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

（既に就業している等、生活が安定している場合は対象外。） 

・ 過去に本給付金を受給していないこと。 

 

① 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 

② 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座（専門資格の取得を目指すものに限る） 

③ 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座（専門資格の取得を目指すものに限る） 

 

費用（入学料及び受講料に限る。以下同じ。）の６０%を支給します。 

・上限は２０万円（上記③の講座については、修学年数×４０万円と１６０万円（准看護師から看護

師の養成機関に引き続き進学する場合は２００万円）のいずれか少ない方）、下限は１万２千円で

す。 

・教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。 

 

 上記③の講座を修了後、１年以内に資格取得かつ資格を生かした就職等（昇給、役職の変更を含む）

をした場合は、費用の８５%まで支給します。 

・上限は修学年数×６０万円と２４０万円（准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場

合は３００万円）のいずれか少ない方、下限は１万２千円です。 

・教育訓練給付金が支給されている場合や、すでに自立支援教育訓練給付金が支給されている場合

は、各訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。 

 

I.   対象講座指定申請書（様式第１号） 

II.   申請者本人及び児童の戸籍謄本、または抄本（発行日から３ヶ月以内） 

III. 指定を受けようとする講座の内容がわかるパンフレット等 

IV. ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」（発行日から３ヶ月以内） 

V. 本人確認書類（確認のみ） 

VI. マイナンバーカード（個人番号カード）等、個人番号のわかる書類（確認のみ） 

高槻市自立支援教育訓練給付金について 

５．受講対象講座の指定の申請に必要な書類 

３．支給額 

２．対象講座 

１．申請できる方の要件 

４．追加支給 
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-----------------------------------追加支給の対象となる方----------------------------------- 

※専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方で、ハローワークから教育訓練給付金が支給されな

い方については、支給単位期間（６ヶ月）ごとに支給申請が必要です。 

 

①事前相談

•受講しようと思っている講座のパンフレットをお持ちください。

•この制度の対象として適切かどうか、お話を聞かせて頂きます。

②講座指定

申請

•この案内文の「５．受講対象講座の指定の申請に必要な書類」に記載してある書類を持参し
てください。

•申請が認められたら、対象講座指定通知書をお送りします。

③受講申し

込み

•対象講座指定通知書が届いたら、受講の申し込みをしてください。

•高槻市が講座を指定する前に受講申し込みをしていた場合は、給付金の支給ができない可能
性があります。受講申込〆切が近づいている場合は、その旨お伝えください。

④受講修了

•ハローワークから教育訓練給付金を受け取る事ができる場合は、受講修了後、先に手続きを
してください。

⑤支給申請

（※）

•受講修了後（特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受け取ることができ
る方は支給額が確定した日から）、３０日以内に手続きしてください。

•対象講座指定通知書と一緒にお送りする案内文書に記載の必要書類を提出してください。

⑥給付金の

受け取り

•支給申請書兼請求書を受付後、ご指定の口座に給付金を振込みます。

6．給付金受け取りまでの流れ 

【お問合せ先】 

高槻市子ども未来部子ども政策課 ひとり親家庭支援チーム 

高槻市役所 総合センター７階 

電話０７２－６７４－７８３２ 

⑦追加支給
申請

•資格取得かつ就職等をした日（専門実践教育訓練給付金を受け取ることができる方は支給額が
確定した日）から、３０日以内に手続きしてください。

•対象講座指定通知書と一緒にお送りする案内文書に記載の必要書類を提出してください。

⑧給付金の

受け取り

•支給申請書兼請求書を受付後、ご指定の口座に給付金を振込みます。


